
令和 5 年 4 ⽉吉⽇ 

各  位 

⼀般財団法⼈ 全⽇本剣道道場連盟 

事 務 局 

第 57回全国道場少年剣道⼤会における 

『臨時売店』の出店について 

 

拝啓 貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は当連盟事業にご協⼒頂きまして誠にありがとうございます。 

さて、標記⼤会開催するにあたり、⽇本武道館の「利⽤規定」(の変更に伴い『臨時売店』の

出店について下記のように取り決めさせて頂きました。ご賛同頂ける業者様のみ、ご希望が

あればご申請して下さい。                  敬具 

 

記 

① ⽇本武道館「臨時売店利⽤規定」(武道⾏事) 並びに全⽇本剣道道場連盟「全国 

道場少年剣道⼤会 売店設置運営要領」の内容について承諾の上出店すること。 

 ② ⽇本武道館「臨時売店利⽤規定」(武道⾏事)の設置場所に応じた料⾦を⽇本武道 

館に納⼊かつ、⼤会プログラムに広告を半ページ以上（6 万円〜）の掲載をする 

こと。⼜、室外テントにての出店の際はテントの設置、撤去代(設置業者⽀払い 

分)を全⽇本剣道道場連盟より請求する。（約 5 万円） 

 



 ③ 売店スペース、設置場所については全⽇本剣道道場連盟が割り当てるので、 

必ずしも申請のとおり許可しない場合がある。尚、割り当てた設置場所につい 

て不服の申し⽴ては⼀切受け付けない。但しこの理由による出店辞退は割当 

場所通知⽇より 5 ⽇以内に申し出ること。 

  ④ 主催者は準備を含む出店期間中の事故、トラブルについては⼀切責任を負わな 

い。各⾃保険等に加⼊して対策をすること。 

 

  以 上 

  



 

令和 5年 4月 

【ご参考】第 57 回 全国道場少年剣道大会 臨時売店 出店要領 

 

全日本剣道道場連盟 

 

１ 趣    旨 この要領は、日本武道館において全国道場少年剣道大会が開催される

期間に設置される臨時売店の取り扱いに関して、基本的な考え方を明

示するとともに設置する売店等の管理及び運営について、必要な事項

を定める。 

 

２ 目    的 大会の参加者及び一般観覧者等に便宜を図り、あわせて広く大会の記

念品等を紹介することを目的として、日本武道館敷地内の設置許可区

域内に売店を設置する。 

 

３ 施設使用許可 全日本剣道道場連盟は臨時売店設置に関しての使用許可を日本武道館

に申請し、許可を受けるものとする。 

 

４ 出 店 申 請  出店希望者は臨時売店利用申込書(武道行事)を 2023 年 6月 19 日まで

に全日本剣道道場連盟まで提出するものとする。 

 

５ 出 店 資 格  全日本剣道道場連盟が次のいずれかに該当するものの中から出店者を

選定する 

(1)本「出店要領」並びに日本武道館「臨時売店利用規定」(武道行事)の

内容を承諾のうえ出店を希望するもの。 

(2) 営業経験・実績が豊富で信頼できること。 

(3) その他、全日本剣道道場連盟が特に認めるもの。 

 

６ 出 店 許 可  全日本剣道道場連盟は申請内容を審査し、適当であると認めた業者に 

         ついて、出店許可を認め日本武道館に申請するものとする。 

          なお、売店スペース、設置場所については大会運営上等の事情によ

り、必ずしも申請のとおり許可しない場合がある。尚、割り当てた設

置場所についての不服の申し立ては受け付けない。但しこの理由によ

る出店辞退は割当場所通知日より 5日以内に申し出ること。 

 

７ 経 費 負 担  出店者は日本武道館「臨時売店利用規定」(武道行事)の設置場所に応

じた料金を日本武道館に納入かつ、大会プログラムに広告を半ページ

以上（6万円～）の掲載をすること。又、室外テントにての出店の際

はテントの設置、撤去代を全日本剣道道場連盟より請求する。（約 5 万



円） 

 

８ 出 店 場 所  出店の場所は全日本剣道道場連盟の指定した場所とし、物品の搬出入

等の時間・経路については担当者と連絡を密に行い、競技運営に支障

のないようにする。 

９ 取扱い物品  販売品は日本武道館「臨時売店利用規定」(武道行事)に準じ、剣道大

会にふさわしいものとする。 

 

10 遵 守 事 項  出店者及び従業員は、出店にあたり、次の事項を遵守しなければなら 

ない。 

(1) 主催者及び施設管理者の指示に従い、良識ある売店等の管理運営を行

うとともに、販売品の搬出入は大会運営に支障のないように速やかに行

うこと。 

(2) 拡声器・音響機類は使用しないこと。 

(3) 販売に伴う廃棄物は各自責任をもって持ち帰り処分すること。 

(4) 電源を必要とする場合は利用申込書に用途及び消費電力を記入し、 

設営業者に相談の上、料金とともに責任を持って使用すること。 

(5) その他、大会の趣旨を考慮し、信義に従い誠実に実行すること。 

(6) 天候の悪化等の事情により全日本剣道道場連盟がやむを得ず、危険回

避のために撤去命令を出した場合には、その指示に従うこと。 

(7) 天災等により発生した損害についての補償請求を一切行わないこと。 

(8) 出店期間は大会開催中期間とし、期間中の途中開店及び途中閉店を認

めない。ただし悪天候やその他やむを得ない事情の場合はこの限りでは

ない。 

 

11 禁 止 事 項  売店においては、次の事項を禁止する。 

(1) 出店の権利を第三者に譲渡・転貸すること。 

(2) 指定された売店以外での立売り、及び呼び込み販売をすること。 

(3) 危険物を販売すること。 

(4) 商品を不当な価格で販売すること。 

 

12 許可の取消  全日本剣道道場連盟は、出店者が次の各号の一つに該当するときは出

店許可を取り消すものとする。 

(1)関係法令及び本要項等に違反したとき。 

(2)その他全日本剣道道場連盟及び施設管理者が不適当と認めたとき。 

 

13 損 害 賠 償  出店者が、施設等に損害を加えたときは施設管理者と協議の上、賠償

の責任を負うものとする。又、全日本剣道道場連盟は準備を含む出店

期間中の事故、トラブルについては一切責任を負わない。各自保険等

に加入して対策をすること。 



 

14 原 状 回 復  出店者は大会終了後、速やかに搬出しなければならない。また、施設

等に損害を与えたときは速やかに原状に回復し、施設管理者の検査を

受けなくてはならない。 

 

15 臨時売店における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について 

          ※大会が現在も「新型コロナウイルス感染症が収束するまでの暫定的 

な試合・審判法」を適用している事を踏まえ、マスク着用を推奨する

他、各出店業者は消毒等を含む感染対策を必要に応じて行い、当日は

大会運営本部および日本武道館の指示に従うこと。 

 

以上 

 



別記様式　第1号

臨時売店利用申込書 (武道行事)

令和５年●月●日

公益財団法人　日本武道館　殿

申込者 住所
〒143-0016

東京都大田区大森北２-３-１６

社名 一般財団法人　全日本剣道道場連盟　　㊞

代表者 会長　下　村　　博　文　　㊞

電話/FAX 電話:03-5493-7080/FAX:03-5493-0220

利用責任者 　専務理事　豊村　東盛

携帯電話 　090-7906-1338(豊村)

出店確認

主催者

団体名

氏　名

　一般財団法人　全日本剣道道場連盟

　

　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　日本武道館臨時売店利用規程（武道行事）を厳守することを誓約のうえ、下記のとおり利用したいの

で申込みます。

記

行事名 第 ５７ 回 全国道場少年剣道大会

利用日 令和５年７月２７日(木)～７月２８日(金)　(２日間)

販売場所

常設売店 西：■１　■２　☐３　☐４　南：☐５　☐６　☐７　☐８

臨時売店
☐北西階段前テント：　　区分　☐中道場棟前テント：　　区分

☐長卓を使用する（　　　卓）　☐長卓を使用しない

電源 ☐使用する（用途：　　　　　　　　　消費電力：　　　KVA）　☐使用しない

【利用料金】

常設売店 ■主催者＠25,000円　☐主催者以外＠30,000円×１箇所×２日＝50,000円

常設売店 ■主催者＠0円　×　１箇所　×　2日＝0円

臨時売店 ☐主催者＠25,000円　☐主催者以外＠30,000円×　 区分×　 日＝　　　　円

小　計　50,000円

消費税　　5,000円

合　計　55,000円

［　　年　　月　　日入金］

【販売品目】

販売品目
書ききれない場合

は別紙添付

品目 価格（円） 品目 価格（円）

プログラム ５００円 大会名入り

プログラム入れ袋

１８００円

手拭い ３００円

大会記念面手拭い １５００円

無償配布 □有(品目：　　　　　　　　　　　　　　　　)　■無

＜備考＞主催者の署名・押印がない申込みは無効。武道大会に適さない物品の販売不可。

以上


